
公務員宿舎現況表 法４条第　項 (令和  年  月  日時点)

市区町村
令和  年  月  日ＮＯ． 作成日

交
通
機
関

都

市

計

画

等

状

況

分宿舎(住宅)名 １ 線 駅 km

地

域

地

区

指

定

住居表示 線 駅 km 分２
用途地域 建ペイ率 容積率 その他

所在地 線 駅 km 分３

管理人宿舎 管理人宿舎　有　無宿舎の種類 有料 ・ 無料 ・ 公邸 管理人宿舎名 TEL

区分 氏名／会社名 TEL

代表
管理人

２

上水道 下水道 ガス３

道
路
状
況

敷

地

の

状

況

使
用
状
況

東 西 南 北自機関宿舎　㎡ 他機関宿舎　㎡ 宿舎以外　㎡ 未利用等　㎡面積　㎡ 台帳価格等　円
幅員 ｍ

舗装国有財産
沿革 特別会計

　集会所等
附帯施設建物一

時

使

用

駐

車

場

建面積 ㎡
貸与台数 未貸与台数 明渡未了台数 計 貸与希望者数 延面積 ㎡他機関宿舎

使

用

許

可

の

状

況

敷地の地面
相手方 用途 許可年度 面積

庁舎等 地下駐車場等

複数階-屋内
普通財産

複数階-屋外

借受 借受区分 借受料（年額）

計 借受台帳 借受相手方

建
物
の
状
況

棟

番

号

別棟物置
面積　㎡

老朽度
点　数

構造 借受区分 廃止専用面積　㎡建面積　㎡
宿舎（住宅）名/特別会計名 財産区分 形態 建築年月日 規格別戸数 台帳ＮＯ． 協議

延面積　㎡
階層 A B C D E 借受料（年額） 年度

A D

B E

C 計

一

時

使

用

状

況

環

境

・

沿

革

等

ＰＡＧＥ   1
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公務員宿舎現況表 法４条第  項 (令和  年  月  日時点)

市区町村
ＮＯ． 作成日 令和  年  月  日

（別紙）使用許可の状況

相手方 面積許可年度用途

（別紙）使用許可の状況　ＰＡＧＥ   1



公務員宿舎現況表 法４条第　項 (令和  年  月  日時点)

市区町村
ＮＯ． 作成日 令和  年  月  日

（別紙）環境・沿革等

（別紙）環境・沿革等　ＰＡＧＥ   1



（作成要領） 

１ 本表は、宿舎の口座ごとに作成し、原則として、国有財産台帳及び宿舎現況記録に記載してある数量等について記載する。 

２ 本表の付属資料として、「案内図」、「配置図」及び「間取図」を登録する。合同宿舎の場合は、「附帯施設等状況表」をあわせて登録する。

また、他に登録する資料がある場合は「その他」に登録する。 

なお、これらの図面は原則として、日本産業規格Ａ列４番の規格とする。図面の作成に当たっては、住宅地図等から必要な部分をコピー

したものを利用して差し支えない。 

(1) 「案内図」は、最寄駅が明示されているものとする。

(2) 「配置図」は、縮尺がわかるものとし、次により記載する。

(イ) 各棟別に棟番号、規格及び戸数を記載する。

(ロ) 周囲の状況及び進入路部分を図面上に記載する。

(3) 「間取図」は、異なる間取のものすべてについて作成し、それぞれ専用面積を記載する。

(4) 「附帯施設等状況表」の様式は別添とする。



別　添
附　　帯　　施　　設　　等　　状　　況　　表

宿舎名

１．主な附帯施設

か所 基

戸 基

台 基

㎡ 基

基

構造

エレベーター設備

太陽光発電装置

排水設備
（浄化槽）

附帯施設

給水設備
（受水槽）

数量

児童遊園

物置

集　会　場

給水設備
（高置水槽）

自動車保管場所

構造 数量附帯施設



２．施設改修の状況

○号棟

整備項目 工事内容 改修年度 備考 整備項目 工事内容 改修年度 備考

○号棟

整備項目 工事内容 改修年度 備考 整備項目 工事内容 改修年度 備考

○号棟

整備項目 工事内容 改修年度 備考 整備項目 工事内容 改修年度 備考

改修状況 改修状況

改修状況 改修状況

改修状況 改修状況



（記載要領）
１　主な附帯施設については、次により記載する。

イ 附帯施設は全て記載するのではなく、宿舎概況が把握できる必要最低限の附帯施設のみ記載を

することとし、適宜追記して差し支えない。

ロ 物置の「構造」欄には、１戸当たりの数量を（　　）書きする。

ハ 集会場を複数設置している場合は、各棟ごとに記載する。

ニ 太陽光発電装置の「構造」欄には、設備容量を記載する。

２　施設改修の状況については、次により記載する。

イ 宿舎全体ではなく、各棟ごとに記載する。

ロ 「改修状況」欄には、合同宿舎施設改修費により改修を実施した整備項目のみ記載をすることとし、

複数回改修を実施している場合は直近の実績のみを記載する。

ハ 「整備項目」欄には、「合同宿舎の維持整備について」（昭和44年2月24日付蔵理第643号）通達の

別紙「維持整備基準」の「整備項目」欄に掲げるところにより記載する。

ニ 2.施設改修の状況の様式に掲げる項目が把握できるものであれば、適宜の様式でも可とする。



別紙2　貸与状況調査

維持管
理省庁
コード

所管省
庁コー

ド

担当財
務局
コード

維持管
理機関
コード

市区町
村コー

ド

地域区
分

都道府
県コー

ド

都道府
県名

市区町
村名

財産所
在地
（市区
町村以

下）

宿舎
コード

宿舎名
棟コー

ド
建築年
月日

構造

借受宿
舎・国
有宿舎
の別

借受開
始年月
日（契
約年月

日）

耐震工
事の有

無

耐震工
事施工
年月日

廃止の
種類

廃止
（予定）
年月日

備考



a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計

a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計

a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計

a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計

a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計

a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計
計 計 合計

未貸与 未貸与 未貸与

管理人 管理人 管理人

共用室 共用室 共用室

法第18条該当 法第18条該当 法第18条該当

調査時点の設置戸数
有料 無料 合計
貸与 貸与 貸与



a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計

a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計

未貸与の内訳
地方公共団体等に使用させているもの
保育ママ用 被災者用

入居制限中 原状回復中 入居者決定済

計

改築中 計

大学法人への使用許可 離職者支援用 左記以外

未貸与の内訳
特段の事情により入居を制限せざるを得ないもの



a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計 a 単ｂ ｂ ｃ ｄ e 計

貸与率の算定
貸与率計算上の設置戸数 差引貸与戸数



（作成要領） 

１ 「廃止の種類」欄には、調査時点で一住宅廃止の場合は「全部廃止」、該当棟のみ廃止の場

合は「棟廃止」、一部戸番のみ廃止の場合は「部分廃止」と記入する。 

２ 「廃止（予定）年月日」欄には、調査時点において、既に廃止となっている宿舎又は今後

廃止する予定の宿舎について、廃止（予定）年月日を記入する。また、部分廃止とする宿舎

については、部分廃止（予定）年月日を記入する。 

３ 「備考」欄には、公邸の場合は「公邸」と記入すること。 

４ 「調査時点の設置戸数」欄について 

（1） 大学や地方公共団体等へ使用許可している戸数は「未貸与」に分類されることに留意

すること。

（2） 東日本大震災の被災者受け入れのために、廃止扱いだった戸番を再利用可能とした場

合については、現時点で国の職員の入居は想定されていないことから、設置戸数には含

めないことに留意すること。

（3） 区分貸与している場合の、設置戸数への換算は以下の表のとおりとする。

C 規格を区分貸与している場合の区分貸与

の内訳戸数 

設置戸数 

1 戸以上貸与 

【例】a 貸与 2 戸、未貸与 1 戸 

貸与 1戸 

【例】c 貸与 1 戸、a 貸与 0 戸、未貸与 0 戸 

貸与がなく、法第 18 条該当がある 

【例】a18 条 1 戸、未貸与 2 戸 

法第 18 条 1戸 

【例】c18 条 1 戸、a18 条 0 戸、未貸与 0 戸 

貸与及び法第 18 条該当がある 

【例】a 貸与 1 戸 18 条 1 戸 

貸与 1戸 

【例】c 貸与 1 戸、a 貸与 0 戸、18 条 0戸 

すべて未貸与 

【例】a 未貸与 3戸 

未貸与 1 戸 

【例】c 未貸与 1 戸、a 未貸与 0戸 
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別紙 ８ 

異動が２ある場合の異動事由の取扱い 

１ 前年の 9 月 1 日から 8 月 31 日までの間に、新築、購入、所管換等により宿舎が新規に増加したものについて異動が 2 ある場合は、宿舎の増となった事由とする。 

２ 前年の 9 月 1 日現在にあった宿舎について、喪失、廃止、所管換等により、1 棟の建物全部が減となったものに異動が 2 あった場合は、宿舎の減となった事由とする（前年の 9 月 1 日現在になかった宿舎については、連絡票の

作成を要しない。）。 

３ 前年の 9 月 1 日から 8 月 31 日までの間に誤謬訂正を含む異動が 2 ある場合は、誤謬訂正とする。ただし、1 及び 2 に該当するものは除く。 

４ 上記以外のものについては、次に掲げる表の該当する事由とする。 

前年の 9 月 1 日から 8 月 31 日ま

での間に、次に掲げる異動があっ

た場合 

左の宿舎について、更に同期間に次に掲げる異動があった場合は、それぞれ下欄の異動事由を付する。 
更 正 区 分

増築 改築 

移 築 

宿舎（住宅）

の所在が変

更とならない

もの 

模様替 

次の事由により 1 棟の建物のうち一部が減となったもの 

移 築 

宿舎（住宅）の

所在が変更と

ならないもの 

交換 所管換 所属替 整理替 喪失 廃止 振替整理 
借 受 の 

解 除

借 受 の 

所 属 変 更 
建 物 

連 絡 票 

貸  与 

連絡票 

異 動 事 由

1 増築が行われたもの 規則第 14 条第 2 項又は第 3 項に規定する

適用を受けるものにあっては、その事由と

し、同規定の適用を受けないものは、異動

事由のうち、いずれか適当と認められる事

由とする。 

移 築 交 換 所 管 換 所 属 替 整 理 替 喪 失 廃 止 振 替 整 理 借受解除 所属変更 訂  正 

戸数 が増となる ときは追

加、戸数が減となるときは

抹消、それ以外は訂正 

2 改築が行われたもの 移 築 交 換 所 管 換 所 属 替 整 理 替 喪 失 廃 止 振 替 整 理 借受解除 所属変更 同  上 同  上 

3 宿舎（住宅）の所在が変更となら

ない移築が行われたもの 
移 築 交 換 所 管 換 所 属 替 整 理 替 喪 失 廃 止 振 替 整 理 借受解除 所属変更 同  上 同  上 

4 模様替が行われたもの 移 築 交 換 所 管 換 所 属 替 整 理 替 喪 失 廃 止 振 替 整 理 借受解除 所属変更 同  上 同  上 

5 当該建物の一部について移築

が行われたもの 
移 築 － － － － － － － － － － 同  上 同  上 

6 当該建物の一部について交換

が行われたもの 
交 換 － － － － － － － － － － 同  上 同  上 

7 当該建物の一部について所管

換が行われたもの 
所 管 換 － － － － － － － － － － 同  上 同  上 

8 当該建物の一部について所属

替が行われたもの 
所 属 替 － － － － － － － － － － 同  上 同  上 

9 当該建物の一部について整理

替が行われたもの 
整 理 替 － － － － － － － － － － 同  上 同  上 

10 当該建物の一部について喪失

したもの 
喪 失 － － － － － － － － － － 同  上 同  上 

11 当該建物の一部について廃止

したもの 
廃 止 － － － － － － － － － － 同  上 同  上 

12 当該建物の一部について振替

整理が行われたもの 
振 替 整 理 － － － － － － － － － － 同  上 同  上 

13 当該建物の一部について借受

解除が行われたもの 
借 受 解 除 － － － － － － － － － － 同  上 同  上 

14 当該建物の一部について借受

の所属変更が行われたもの 
借 受 の 所 属 変 更 － － － － － － － － － － 同  上 同  上 
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